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お電話での問い合わせが困難な方は、お名前、FAX番号を明記の上、下記まで
ご連絡ください。担当へおつなぎします。広報広聴課　　083-934-2643

暮
ら
し

国民年金の保険料は、最大で2年分を、まとめて前納
することができます。前納すると、保険料が割り引き
される上、毎月保険料を納付する手間が省け、保険料
の納め忘れの心配もありません。また、口座振替で前
納されるとさらにお得です。
口座振替またはクレジットカード納付で、4月からの2年前納を希
望される場合は、2月末までにお申し込みください。４月からの2
年前納以外の前納の申し込み等については、お問い合わせください。
【口座振替納付の申し込み】
■持参品　基礎年金番号が分かるもの、金融機関への届出印、口座
番号が分かるもの

■４月からの２年前納の引落日 ４月末（非営業日の場合は翌月の
第一営業日）

【クレジットカード納付の申し込み】
■持参品　基礎年金番号が分かるもの、クレジットカード（カー
ド名義人の署名が必要）

■４月からの２年前納の立替納付日　４月末（非営業日の場合は翌月
の第一営業日）

【令和 7 年度に前納した場合の割引額 （参考）】

国民年金の前納制度

納付方法
割引額

半年前納 1 年前納 2 年前納

口座振替納付 1,190円 4,400円 17,010円
クレジット納付 　850円 3,730円 15,670円現金納付
※令和８年度の割引額は、3月以降にお問い合わせください。

　　　保険年金課​☎ 083-934-2801、各総合支所総合サービス課
山口年金事務所☎083-922-5660（音声ガイダンス②→②）問問申申
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０
９
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０
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２
４
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０
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２
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５
６
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０
８
３
５
‐
５
２
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５
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９
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７
０
）
☎
０
８
３
‐
９
８
４
‐
２
１
２
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９
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５
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２
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４
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０
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本庁舎 ・
総合支所

市
議
会
議
員
一
般
選
挙
の

立
候
補
予
定
者
事
前
説
明
会

市
議
会
議
員
一
般
選
挙
の

立
候
補
予
定
者
事
前
説
明
会

　

４
月
26
日
（
日
）
執
行
の

山
口
市
議
会
議
員
一
般
選
挙

の
立
候
補
予
定
者
を
対
象

に
、
立
候
補
届
お
よ
び
選
挙

公
営
の
手
続
き
な
ど
に
つ
い
て
、
事
前

説
明
を
行
い
ま
す
。
立
候
補
届
出
書
な

ど
の
必
要
書
類
を
配
付
し
ま
す
の
で
、

関
係
者
は
必
ず
出
席
し
て
く
だ
さ
い
。

※
会
場
の
都
合
上
、
１
候
補
者
に
つ
き

２
人
ま
で
の
参
加
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
▼
日
時

２
月
10
日
（
火
）
14
時
~

16
時
▼
場
所

市
役
所
本
庁
舎
（
山
口
総

合
支
所
）
５
階
会
議
室
５
０
３
、５
０
４

問問

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
☎
０
８
３

‐
９
３
４
‐
２
８
７
７

市
役
所
本
庁
舎
の
周
辺
道
路
が

通
行
止
め
に
な
り
ま
す

市
役
所
本
庁
舎
の
周
辺
道
路
が

通
行
止
め
に
な
り
ま
す

　

市
役
所
周
辺
の
道
路
工
事
の
た
め
、

期
間
中
は
下
図
の
と
お
り
車
両
通
行
止
め

と
な
り
ま
す
。
▼
日
時

２
月
２
日
（
月
）~

３
月
13
日
（
金
）（
予
定
）
▼
場
所

市
役

所
本
庁
舎
（
山
口
総
合
支
所
）
南
側
市

道
（
中
央
二
丁
目
湯
田
温
泉
四
丁
目
線
）

※
歩
行
者
の
通
行
は
可
能
で
す
。
※
２
月

２
日
（
月
）
か
ら
20
日
（
金
）（
予
定
）
は
、

夜
間
の
車
両
通
行
は
可
能
で
す
。
※
工

事
期
間
は
予
定
で
す
の
で
、
変
更
が
生

じ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
※
市
役
所
本

庁
舎
（
山
口
総
合
支
所
）
の
駐
車
場
は

混
み
合
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
旧
市
役

所
前
庭
駐
車
場
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
問問

都
市
整
備
課
市
街

地
整
備
室
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
９
３
５

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
受
付

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
受
付

　
確
定
申
告
に
合
わ
せ
、
各
総
合
支
所
や

地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
、
市
民
税
・

県
民
税
の
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。
会
場

ご
と
に
受
付
日
や
受
付
時
間
が
異
な
り
ま

す
の
で
、
日
程
や
必
要
書
類
な
ど
の
詳
細

は
、市
報
1
月
合
併
号
と
同
時
配
布
の「
市

民
税
・
県
民
税
申
告
受
付
に
つ
い
て
」
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
問問

市
民
税
課
☎

０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
７
３
５

山
口
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

山
口
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

︻
確
定
申
告
特
集
サ
イ
ト
︼
確
定
申
告
書

の
作
成
や
税
務
相
談
等
は
、
国
税
庁
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
の
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
」
や
「
確
定
申
告
特
集
サ
イ
ト
」
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。︻
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連

携
︼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し

て
、
申
告
に
必
要
な
給
与
等
の
源
泉
徴

収
票
や
各
種
控
除
証
明
書
等
の
デ
ー
タ

を
一
括
取
得
し
、
確
定
申
告
書
の
該
当

項
目
へ
自
動
入
力
で
き
ま
す
。
詳
細
は
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記号例　　　場所　　　申し込み　　　問い合わせ ●料金や申し込みは必要な場合のみ本文中に記載しています。所所 問問申申

■ 指定期間　

①令和 8 年 4 月 1 日～令和 10 年 3 月 31 日 （2 年間）

②令和 8 年 4 月 1 日～令和 11 年 3 月 31 日 （3 年間）

③令和 8 年 4 月 1 日～令和 12 年 3 月 31 日 （4 年間）

④令和 8 年 4 月 1 日～令和 13 年 3 月 31 日 （5 年間）

令和 8 年 4 月からの各施設の指定管理者を指定しました 行政経営課 ☎ 083-934-2909問

スポーツ交流課​☎ 083-934-2875
やまぐちリフレッシュパーク 株式会社多々良造園 ④
協働推進課​☎ 083-934-2965
宮野地域交流ステーション 宮野自治連合会 ④
ふるさと産業振興課​☎ 083-934-2809

働く婦人の家 一般財団法人
山口県婦人教育文化会館 ④

社会教育課​☎​083-934-2865
山口南総合センター 株式会社三宅商事

④
山口ふれあい館 株式会社さんびる
秋穂総合支所地域振興課​☎​083-984-8021
道の駅あいお 秋穂産業振興協会 ①
阿知須総合支所地域振興課​☎ 0836-65-4112
道の駅「きらら​あじす」 阿知須まち開発株式会社 ④
阿東農林振興事務所​☎ 083-956-0984
阿東総合交流ターミナル 一般社団法人ふるさと振興公社 ④
高齢福祉課​☎ 083-934-2793

老人福祉館 社会福祉法人
山口市社会福祉協議会

④

老人憩の家​嘉泉荘
株式会社三宅商事

老人憩の家​潮寿荘
小鯖高齢者生きがいセンター 小鯖地区社会福祉協議会
大内高齢者生きがいセンター 大内地区社会福祉協議会

宮野高齢者生きがいセンター 宮野地区高齢者生きがいセンター
運営委員会

吉敷高齢者生きがいセンター 吉敷地区社会福祉協議会

平川高齢者生きがいセンター 平川高齢者生きがいセンター
運営委員会

陶高齢者生きがいセンター 陶いきがいセンター運営委員会
鋳銭司高齢者生きがいセンター 鋳銭司地区社会福祉協議会

名田島高齢者生きがいセンター 名田島地区社会福祉協議会

④

秋穂二島高齢者生きがいセンター 秋穂二島地区社会福祉協議会

嘉川高齢者生きがいセンター 嘉川高齢者生きがいセンター
運営委員会

佐山高齢者生きがいセンター 佐山地区社会福祉協議会　　　
小郡高齢者生きがいセンター

小郡高齢者生きがいセンター
運営委員会小郡高齢者生きがいセンター

さるびあ館

串地区老人作業所 串地区老人作業所「ゆめ工房」
運営委員会

こども未来課​☎ 083-934-2756

山口児童館 社会福祉法人
山口市社会福祉協議会 ④

なかよし学級 白石地区放課後児童クラブ
運営協議会 ②

やまびこ学級 やまびこ学級運営協議会

くすのき学級 仁保地区放課後児童クラブ
運営協議会 ④

しょうだ学級 しょうだ学級運営委員会
うえき学級

大内地区社会福祉協議会
①

みなみ学級 ③
すずみ学級

すずみ学級運営協議会

④
すずみ第２学級
もみじ学級

吉敷地区放課後児童クラブ
もみじ学級運営協議会もみじ第２学級

もみじ第３学級
ひめやま学級 ひめやま学級運営協議会

③
さわやか学級 大歳地区放課後児童クラブ

運営協議会

わくわく学級 鋳銭司留守家庭児童学級
運営協議会

④たんぽぽ学級 二島留守家庭児童学級
運営委員会　

はばたき学級 特定非営利活動法人
あい・ねっと佐山

はちのこ学級
社会福祉法人向学会 ②

はちのこ第２学級

下
の
二
次
元
コ
ー
ド
参
照
。︻
手

続
き
の
案
内

・
様
式
︼
国
税
庁

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（
左
下
の
二
次

元
コ
ー
ド
参
照
）
で
は
、
各
種

要
請
の
方
法
や
手
続
き
の
ほ
か
、

申
告
書
な
ど
の
様
式
に
つ
い
て

調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
問問

山
口
税

務
署
☎
０
８
３
‐
９
２
２
‐
１
３
４
０

※
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
に
従
い
番
号
を
選

択
し
て
く
だ
さ
い
。
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
・
作

成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
☎

０
５
７
０
‐
０
１
‐
５
９
０
１

令
和
７
年
分
保
険
料

納
付
額
証
明
書
を
郵
送
し
ま
す

令
和
７
年
分
保
険
料

納
付
額
証
明
書
を
郵
送
し
ま
す

　
昨
年
に
納
付
さ
れ
た
「
介
護
保
険
料
」、

「
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
」
の
納
付
額

証
明
書
を
１
月
23
日
（
金
）
に
発
送
し

ま
す
。
所
得
税
や
市
・
県
民
税
の
申
告

に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
※
配
達
に
１
週

間
程
度
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
※

「
国
民
健
康
保
険
料
」
の
納
付
額
証
明
書

は
、
昨
年
10
月
に
郵
送
し
て
い
ま
す
が
、

９
月
２
日
以
降
に
加
入
届
を
提
出
さ
れ

た
世
帯
に
は
、
証
明
書
を
郵
送
し
て
い

ま
せ
ん
。
必
要
な
場
合
は
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
問問

収
納
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４

‐
２
７
３
９

介
護
保
険
利
用
者
の
医
療
費
控
除

介
護
保
険
利
用
者
の
医
療
費
控
除

　

所
得
税
の
確
定
申
告
ま
た
は
市
・
県

民
税
申
告
で
、
医
療
費
控
除
の
対
象
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。︻
介
護
サ
ー
ビ

ス
費
の
医
療
費
控
除
︼
介
護
保
険
サ
ー
ビ
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詳細は右の二次元コード参
照。

狂犬病予防法 に関する
手続き負担が緩和されます

問問 環境衛生課 ☎ 083-934-2690

ス
利
用
の
自
己
負
担
額
が
、
医
療
費
控

除
の
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

支
払
額
か
ら
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等

の
保
険
で
補
填
さ
れ
る
金
額
を
差
し
引

い
た
金
額
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
▼
控

除
を
受
け
る
た
め
に
ご
準
備
い
た
だ
く
も

の
︙
申
告
用
に
作
成
さ
れ
た
医
療
費
控

除
の
明
細
書
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料

領
収
書
等
に
記
載
さ
れ
た
医
療
費
控
除

対
象
額
を
集
計
し
た
も
の
）︻
お
む
つ
代

の
医
療
費
控
除
︼
医
師
の
診
断
や
介
護
保

険
の
要
支
援
・
要
介
護
認
定
に
よ
り
、

お
む
つ
を
必
要
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に

は
、
医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
控
除
を
受
け
る
た
め
に
ご
準
備
い
た
だ

く
も
の
︙
申
告
用
に
作
成
さ
れ
た
医
療

費
控
除
の
明
細
書
（
お
む
つ
代
の
金
額

を
集
計
し
た
も
の
）、
医
師
が
発
行
す
る

証
明
書
（
お
む
つ
使
用
証
明
書
）
ま
た

は
市
が
発
行
す
る
確
認
書
類
（
※
要
支

援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
の

み
）
問問

介
護
保
険
課
☎
０
８
３
‐

９
３
４
‐
２
７
９
５
、
小
郡
保
健
福
祉

セ
ン
タ
ー
内
介
護
保
険
課
、
各
総
合
支

所
総
合
サ
ー
ビ
ス
課
（
秋
穂
・
阿
知
須
・

徳
地
・
阿
東
）
※
医
療
費
控
除
に
つ
い

て
は
、
国
税
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
☎

０
５
７
０
‐
０
０
‐
５
９
０
１
（
音
声

ガ
イ
ダ
ン
ス
に
従
い
番
号
を
選
択
し
て

く
だ
さ
い
。）、
市
民
税
課
☎
０
８
３
‐

９
３
４
‐
２
７
３
５

第
十
二
回
特
別
弔
慰
金

第
十
二
回
特
別
弔
慰
金

▼
支
給
対
象
者　

戦
没
者
等
の
死
亡
当
時

の
ご
遺
族
で
、
令
和
７
年
４
月
１
日
に

お
い
て
、「
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶
助
料・

特
例
扶
助
料
」
や
「
戦
傷
病
者
戦
没
者

遺
族
等
援
護
法
に
よ
る
遺
族
年
金
」
等

を
受
け
る
方
（
戦
没
者
の
妻
等
）
が
い

な
い
場
合
に
、
次
の
順
番
に
よ
る
優
先

順
位
の
ご
遺
族
お
１
人
に
支
給
。
①
令

和
７
年
４
月
１
日
ま
で
に
戦
傷
病
者
戦

没
者
遺
族
援
護
法
に
よ
る
弔
慰
金
の
受

給
権
を
取
得
し
た
方
、
②
戦
没
者
等
の

子
、
③
戦
没
者
等
の
父
母
、
祖
父
母
、

兄
弟
姉
妹
※
戦
没
者
等
の
死
亡
当
時
、

生
計
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と
等
の
要

件
を
満
た
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、

順
番
が
入
れ
替
わ
り
ま
す
。
④
右
記
①
~

③
以
外
の
戦
没
者
等
の
三
親
等
内
の
親

族
（
甥
、
姪
等
）
※
戦
没
者
等
の
死
亡

時
ま
で
引
き
続
き
１
年
以
上
の
生
計
関

係
を
有
し
て
い
た
方
に
限
り
ま
す
。
▼

支
給
内
容　

額
面
27
万
５
千
円
、
５
年
償

還
の
記
名
国
債
▼
請
求
期
間　

令
和
10
年

３
月
31
日
ま
で
申申

地
域
福
祉
課
、
各
総

合
支
所
総
合
サ
ー
ビ
ス
課
、
各
地
域
交

流
セ
ン
タ
ー
（
大
殿
・
白
石
・
湯
田
・

小
郡
・
秋
穂
・
阿
知
須
・
徳
地
・
阿
東

を
除
く
）
お
よ
び
分
館
問問

地
域
福
祉
課

☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
７
９
０

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の

全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
の

全
国
一
斉
情
報
伝
達
訓
練

　
地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃
な
ど
の
発
生

時
に
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ
ア

ラ
ー
ト
）
で
送
ら
れ
て
く
る
国
か
ら
の
緊

急
情
報
を
、
市
民
の
皆
さ
ん
へ
お
伝
え
す

る
た
め
、
市
内
で
緊
急
情
報
伝
達
手
段
の

試
験
を
行
い
ま
す
。
▼
日
時

２
月
６
日

（
金
）
11
時
ご
ろ
▼
伝
達
方
法　

①
防
災

行
政
無
線
︙
電
子
サ
イ
レ
ン
吹
鳴
「
３
秒

吹
鳴
後
２
秒
休
み
×
４
回
」、「
音
声
放

送
」、
②
モ
ー
タ
ー
サ
イ
レ
ン
（
山
口
・

小
郡・秋
穂・阿
知
須
地
域
）
︙
モ
ー
タ
ー

サ
イ
レ
ン
の
吹
鳴
「
３
秒
吹
鳴
後
２
秒
休

み
×
４
回
」、
③
山
口
市
防
災
メ
ー
ル
、

山
口
市
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
、
市

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
Ｘ
（
旧
ツ
イ
ッ
タ
ー
）、

山
口
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
の
テ
ロ
ッ
プ
掲
載

問問

防
災
危
機
管
理
課
☎
０
８
３
‐

９
３
４
‐
２
７
２
３

防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

つ
い
て
考
え
ま
し
ょ
う

防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に

つ
い
て
考
え
ま
し
ょ
う

　

平
成
７
年
１
月
17
日
の
阪
神
・
淡
路

大
震
災
を
契
機
と
し
て
、
毎
年
１
月
17

日
を
「
防
災
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
日
」、

１
月
15
日
か
ら
21
日
ま
で
が
「
防
災
と

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
週
間
」
と
定
め
ら
れ
ま

し
た
。
こ
の
機
会
に
、
災
害
時
に
お
け

る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
自
主
的
な
防

災
活
動
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
る
と

と
も
に
、
日
ご
ろ
の
災
害
へ
の
備
え
に

つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

林
野
火
災
注
意
報
・
警
報
の

運
用
開
始

林
野
火
災
注
意
報
・
警
報
の

運
用
開
始

　

岩
手
県
大
船
渡
市
で
発
生
し
た
林
野

火
災
を
受
け
、令
和
８
年
１
月
１
日
（
木・

祝
）
か
ら
、
火
災
予
防
条
例
の
一
部
を

改
正
し
、
林
野
火
災
注
意
報
・
警
報
の

新
規
運
用
を
開
始
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
気
象
状
況
に
よ
る
林
野
火
災
の
予

防
を
目
的
に
、
屋
外
で
の
火
の
取
り
扱
い

が
制
限
さ
れ
る
も
の
で
す
。
注

意
報
・
警
報
の
発
令
基
準
等
の

詳
細
は
、
下
の
二
次
元
コ
ー
ド

令和８年４月１日から
「狂犬病予防法の特例制度」
に、本市も参加します。

この特例制度は、犬にマイクロチッ
プを装着し、環境省の指定登録機関
に登録することで、市窓口での犬の
登録申請を省略できるものです。
　すでにマイクロチップが装着され
た犬の飼い主の方で、令和８年４月
１日以降に登録情報に変更が生じた
際は、市窓口での手続きが不要にな
ります（ご自身で登録情報の更新が
必要です）。
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新入学学用品費を入学前に支給します

▶受付期間 1月26日（月）～2月16日（月）
▶主な要件 （いずれかに該当する方）

ａ​児童扶養手当を受給中の方
ｂ​世帯の被保険者全員の国民年金保険料が全額免除され
ている方
ｃ​生活保護が、最近停止・廃止になった方
ｄ​ａ～ｃ以外の方で、収入要件による認定基準を満たす方（基準は、世
帯構成員の人数・年齢により異なります。）
▶申請方法

〇電子申請（右の二次元コードから）
※ａに該当する方、または、ｄに該当し、令和 7年 1月 1
日時点で市内にお住まいの方に限ります。
〇窓口での申請（土日、祝日を除く）
※学校教育課、各総合支所（市役所本庁舎（山口総合支所）を除く）の
総合サービス課で受け付け

必ず必要なもの 申請者名義の振込先金融機関の口座番号が分かるもの

要件により、右の
いずれかの書類

児童扶養手当証書等、要件を証明する書類／令和 7年
１月１日時点で他市にお住まいだった方は、世帯全員
の令和 6年中の収入が確認できる書類（所得証明書等）

学校教育課 ☎ 083-934-2862
令和8年度小・中学校入学者に対して、就学援助費のうち新入学学用品
費を入学前に支給します。 問問

参
照
。
問問

消
防
本
部
予
防
課
☎
０
８
３

‐
９
３
２
‐
２
６
０
５

市
道
・
河
川
等
の
破
損
箇
所
の

情
報
提
供
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

市
道
・
河
川
等
の
破
損
箇
所
の

情
報
提
供
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
「
道
路
の
陥
没
・
段
差
」「
側
溝
・
ガ
ー

ド
レ
ー
ル
・
ミ
ラ
ー
の
破
損
」
な
ど
、
市

道
の
異
常
を
、
市
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
山
口

市
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
か
ら
通
報

で
き
ま
す
。
詳
細
は
右
下
の
二
次
元
コ
ー

ド
参
照
。
山
口
市
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公

式
ア
カ
ウ
ン
ト
（
左
下
の
二
次

元
コ
ー
ド
か
ら
登
録
）
で
は
、

簡
単
な
操
作
で
通
報
で
き
ま
す
。

問問

道
路
管
理
課
☎
０
８
３
‐

９
３
４
‐
２
８
３
５

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

お
知
ら
せ

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

お
知
ら
せ

︻
未
成
年
者
の
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
︼
ス
マ
ホ

を
利
用
し
た
「
ゲ
ー
ム
課
金
」
や
「
通

信
販
売
」
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る

相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
頃
か

ら
、
ス
マ
ホ
の
使
い
方
や
商
品
の
購
入

な
ど
に
つ
い
て
、
保
護
者
と
話
し
合
う

機
会
を
作
る
よ
う
心
掛
け
て
く
だ
さ
い
。

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
ト
ラ
ブ
ル

防
止
の
出
前
講
座
を
Ｐ
Ｔ
Ａ
や
子
ど
も

会
な
ど
の
グ
ル
ー
プ
で
も
実
施
し
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問問

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
☎
０
８
３
‐

９
３
４
‐
７
１
７
１
（
相
談
）、
☎

０
８
３
‐
９
３
４
‐
２
９
２
６
（
出
前

講
座
）Ｅ

Ｖ
カ
ー
シ
ェ
ア
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

Ｅ
Ｖ
カ
ー
シ
ェ
ア
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

　
１
月
５
日
（
月
）
か
ら
白
石
地
域
交
流

セ
ン
タ
ー
で
新
た
に
Ｅ
Ｖ
カ
ー
シ
ェ
ア
を

始
め
ま
し
た
。
こ
の
他
に
市
役
所
本
庁
舎

（
山
口
総
合
支
所
）
で
２
台
、
山
口
中
央

郵
便
局
で
３
台
の
カ
ー
シ
ェ
ア
を
実
施
中

で
す
。
▼
利
用
可
能
時
間　

土
日
お
よ
び

休
日
の
８
時
か
ら
20
時
ま
で
。
た
だ
し
、

年
末
年
始
は
利
用
不
可
。
利
用

車
種
、
料
金
、
利
用
方
法
等
の

詳
細
は
下
の
二
次
元
コ
ー
ド
参

照
。
問問

総
務
課
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
７
３
１

「書
き
そ
ん
じ
ハ
ガ
キ
」
の
回
収

「書
き
そ
ん
じ
ハ
ガ
キ
」
の
回
収

　

山
口
ユ
ネ
ス
コ
協
会
で
は
、
学
校
に

行
け
な
い
世
界
中
の
子
ど
も
や
、
文
字

の
読
み
書
き
が
で
き
な
い
大
人
に
教
育

の
機
会
を
提
供
す
る
た
め
、「
書
き
そ
ん

じ
ハ
ガ
キ
」
の
回
収
に
よ
る
募
金
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。「
書
き
そ
ん
じ
ハ
ガ

キ
」
と
は
、
書
き
間
違
い
等
で
使
わ
な

か
っ
た
未
投
函
の
ハ
ガ
キ
の
こ
と
で
す
。

▼
期
間

３
月
６
日
（
金
）
ま
で
▼
場
所

社
会
教
育
課
、
各
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

問問

山
口
ユ
ネ
ス
コ
協
会
事
務
局
（
社
会

教
育
課
内
）
☎
０
８
３
‐
９
３
４
‐

２
８
６
５

山
口
市
建
国
記
念
の
日
奉
祝
大
会

山
口
市
建
国
記
念
の
日
奉
祝
大
会

　
２
月
11
日
「
建
国
記
念
の
日
」
は
、「
建

国
を
し
の
び
、
国
を
愛
す
る
心
を
養
う

日
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
合
わ
せ
奉
祝
大

会
を
行
い
ま
す
。▼
期
日

２
月
11
日（
水・

祝
）︻
日
の
丸
行
進
︼
▼
時
間

10
時
▼
場

所

亀
山
公
園
ふ
れ
あ
い
広
場
（
中
河
原

73
‐
１
）︻
祝
賀
式
典

・
祝
い
餅
配
り
︼
▼

時
間

11
時
▼
場
所

市
民
会
館
小
ホ
ー
ル

問問

山
口
市
建
国
記
念
の
日
奉
祝
会
重
弘

さ
ん

０
９
０
‐
７
５
０
３
‐

７
１
９
６
、

m
aj-shigehiro@

ac.auone-net.jp

山
口
市
地
域
ク
ラ
ブ

指
導
ス
タ
ッ
フ
募
集

山
口
市
地
域
ク
ラ
ブ

指
導
ス
タ
ッ
フ
募
集

　
本
年
９
月
か
ら
部
活
動
に
代
わ
っ
て
、

市
内
在
住
の
中
学
生
が
参
加
す
る
こ
と

が
で
き
る
「
山
口
市
地
域
ク
ラ
ブ
」
活

動
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
こ
れ
に
伴
い
、

記号例　　　場所　　　申し込み　　　問い合わせ ●料金や申し込みは必要な場合のみ本文中に記載しています。所所 問問申申

募
集


